
 
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 
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田 
 

雄 
 

山 

広
島
県
規
則
第
二
十
六
号 

 
 
 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

目
次
中
「
第
二
十
五
条
（
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
長
へ
の
委
任
）
」
を 

 
 

「 

第
二
十
五
条
（
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
長
へ
の
委
任
）

第
二
十
六
条
（
県
立
病
院
長
へ
の
委
任
） 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
、
第
八
号
及
び
第
九
号
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
主
務
部
長
」
を
「
主
務
局

長
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
の
二
中
「
第
九
号
」
を
「
第
七
号
の
四
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
の
四
中
「
第

九
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
及
び
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

八
及
び
九 

削
除 

第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

た
だ
し
、
第
一
号
、
第
五
号

か
ら

ま
で
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島

地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長
に
、
第
二
号

か

ら

ま
で
、

、

及
び

、
第
三
号
、
第
五
号

か
ら

ま
で
、
第
六
号
、
第
十
五
号

、

、



、

及
び

、
第
二
十
一
号

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
並
び
に
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
事

務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長
に
限
り
、
第
九
号

、
第
十
五
号

、

、

か
ら

ま

で
及
び

か
ら

ま
で
並
び
に
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
、
広

島
県
福
山
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
を
除
き
、
第
九
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務
に

つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長
に
限
り
、
第
十
五
号

に

掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
を
、
第
三
十
号

か
ら

ま
で
、
第
三
十
三
号


及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
東
広
島
地
域
事

務
所
長
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長
を
除
き
、
広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
東
広
島
地
域

事
務
所
長
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長
に
あ
つ
て
は
第
三
十
号

か
ら

ま
で
、

か
ら

ま
で

及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
産
業
廃
棄
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。 

第
七
条
第
二
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

三 

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成 

 

六
年
法
律
第
三
十
号
）
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う

支
援
給
付
の
開
始
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う

支
援
給
付
の
変
更 

 

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
保
護
法
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
例

」
 



に
よ
り
行
う
職
権
に
よ
る
支
援
給
付
の
開
始
及
び
変
更 

 

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
保
護
法
第
二
十
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
支
援
給

付
の
停
止
及
び
廃
止 

 

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
保
護
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う

支
援
給
付
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
指
導
及
び
指
示 

 

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
保
護
法
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
支

援
給
付
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
者
か
ら
の
相
談
に
対
す
る
助
言 

 

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
保
護
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う

支
援
給
付
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
者
に
対
す
る
調
査
及
び
検
診
の
受
診
命
令 

 

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
保
護
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う

支
援
給
付
の
申
請
の
却
下
並
び
に
支
援
給
付
の
変
更
、
停
止
及
び
廃
止 

 

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
保
護
法
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
七
条
の
二
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
り
行
う
支
援
給
付
の
方
法
の
決
定 

 

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
保
護
法
第
六
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う

支
援
給
付
の
変
更
、
停
止
及
び
廃
止
並
び
に
同
条
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
弁
明
の
機
会

の
供
与 

 

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
支
援
給

付
を
受
け
て
い
る
者
が
返
還
す
る
額
の
決
定 

 

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
保
護
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う

遺
留
金
品
の
処
分 

 

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
保
護
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う

費
用
の
徴
収
（
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
作
成
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
る
納
入
の
通
知
を
除
く
。
）

並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
扶
養
義
務
者
と
の
協
議
及
び
家
庭
裁
判
所
へ
の
申

立
て 

 

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
保
護
法
第
七
十
八
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
費
用
の

徴
収
（
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
作
成
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
る
納
入
の
通
知
を
除
く
。
） 

 

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
保
護
法
第
八
十
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
支
援
給
付

を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
金
品
の
返
還
の
免
除 

 

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
保
護
法
第
八
十
一
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
後
見
人

選
任
の
請
求 

第
七
条
第
二
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

四 

削
除 

第
七
条
第
二
項
第
六
号
の
二
を
削
り
、
同
項
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

九 

児
童
福
祉
行
政
指
導
監
査
実
施
要
綱
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

助
産
の
実
施
、
母
子
保
護
の
実
施
及
び
保
育
の
実
施
を
行
う
市
町
に
お
け
る
児
童
福
祉
施
設
の

措
置
費
等
に
つ
い
て
の
事
務
処
理
状
況
に
関
す
る
指
導
監
査
の
実
施 



 

児
童
扶
養
手
当
の
事
務
処
理
を
行
う
市
町
に
お
け
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
事
務
処
理
状
況
に

関
す
る
指
導
監
査
の
実
施 

第
七
条
第
二
項
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

九
の
二 
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
支
給
等
事
務
指
導
監
査
要
綱
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
特
別

児
童
扶
養
手
当
の
認
定
請
求
書
等
の
受
理
及
び
審
査
を
行
う
市
町
に
お
け
る
事
務
処
理
状
況
に
関
す

る
指
導
監
査
の
実
施 

第
七
条
第
二
項
第
十
一
号

中
「
第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
六
条
の
二
第
一
項
」
に
改

め
、
「
連
絡
調
整
」
の
下
に
「
、
必
要
な
援
助
等
の
実
施
」
を
加
え
、
「
及
び
市
町
に
対
す
る
必
要
な
援
助

等
の
実
施
」
を
削
り
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
第
十
五
条
の
二
」
を
「
第
十
五

条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

 

第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
に
対
す
る
必
要
な
助
言
の
実
施 

第
七
条
第
二
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

十
二
か
ら
十
四
ま
で 

削
除 

第
七
条
第
二
項
第
十
五
号
中

を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
三
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
理
由
の
説
明
及
び
意
見
の
聴
取
（
助
産
の
実
施
及
び
母
子
保
護

の
実
施
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

第
七
条
第
二
項
第
十
五
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
五
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
官
公
署
に
対
す
る
書
類
の
閲
覧
又
は
資
料
の
提
供
の
要
求
（

第
五
十
条
第
六
号
の
三
に
掲
げ
る
費
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

第
七
条
第
二
項
第
二
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二
十
四 

削
除 

第
七
条
第
二
項
第
三
十
六
号

中
「
第
五
条
第
四
項
」
を
「
第
五
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
項

第
四
十
一
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
費
県
費
補
助
金 

第
七
条
第
二
項
第
四
十
二
号
中
「

、

、

及
び

」
を
「

、

及
び

、
第
三
号

、

、

、


、

及
び

」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

た
だ
し
、
第
一
号

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島

県
備
北
地
域
事
務
所
長
に
限
り
、
第
七
号
、
第
二
十
九
号
並
び
に
第
五
十
七
号

か
ら

ま
で
、

か

ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県

福
山
地
域
事
務
所
長
を
、
第
四
十
八
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
、
第
五
十
三
号
、
第
五
十
四
号
及
び
第

六
十
五
号
か
ら
第
六
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島

県
備
北
地
域
事
務
所
長
を
、
第
七
十
号

か
ら

ま
で
及
び
第
七
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は

広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
長
を
除
き
、
第
八
十
八
号

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
、
第
八
十
九



号
の
二
、
第
九
十
号

、

及
び

か
ら

ま
で
、
第
九
十
号
の
二
並
び
に
第
九
十
八
号
か
ら
第
九
十

九
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
に
限
り
、
第
八
十
八
号

か

ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
並
び
に
第
八
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
呉
地
域
事
務

所
長
、
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所

長
を
、
第
九
十
号

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
呉
地
域
事

務
所
長
及
び
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長
を
除
き
、
第
九
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県

東
広
島
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
に
、
第
九
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て

は
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長
に
、
第
九
十
六
号
、
第
九
十
七
号
及
び
第
百
号
か
ら
第
百
一
号
の
二

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長
に
、
第
百
二
号
か
ら
第
百
二
号
の
三
ま

で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
に
、
第
百
三
号
か
ら
第
百
五
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長
に
、
第
百
六
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県

呉
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
に
限
り
、
広
島
県

広
島
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
尾
三
地

域
事
務
所
長
、
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
に
あ
つ
て
は
第
八
十
六

号

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
鳥
獣
に
よ
る
生
活
環
境
又
は
農
林
水
産
業
に
係
る
被
害

の
防
止
を
目
的
と
す
る
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
捕
獲
及
び
愛
が
ん
飼
養
の
目
的
で
行
う
鳥
獣
の
捕
獲
に
係
る

も
の
に
限
る
。 

第
七
条
第
三
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

四
か
ら
六
ま
で 

削
除 

第
七
条
第
三
項
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

九
か
ら
十
一
ま
で 

削
除 

第
七
条
第
三
項
第
十
二
号
中
「
農
林
中
央
金
庫
及
び
広
島
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会
」
を
「
被
害

農
業
者
及
び
特
別
被
害
農
業
者
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
二
の
二 

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
等
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県

が
行
う
事
務
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
三
十
六
号
）
の
う
ち
、
汚
水
処
理
施
設
整

備
交
付
金
（
農
業
集
落
排
水
施
設
の
整
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
事
務
に
係
る
知
事
の
権
限 

第
七
条
第
三
項
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

十
三 

次
に
掲
げ
る
農
畜
水
産
業
関
係
補
助
金
等
に
係
る
広
島
県
補
助
金
等
交
付
規
則
に
基
づ
く
知
事

の
権
限
（
草
地
畜
産
基
盤
整
備
事
業
及
び
畜
産
環
境
総
合
整
備
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
補
助
金
等

に
あ
つ
て
は
、
補
助
金
等
の
交
付
を
受
け
る
組
合
そ
の
他
の
団
体
で
、
そ
の
地
区
が
三
以
上
の
地
域

事
務
所
の
所
管
区
域
に
わ
た
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

広
島
県
農
林
水
産
業
関
係
単
独
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
に
よ
る
補
助
金
等
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の 

 

広
島
中
部
台
地
農
業
振
興
対
策
事
業
費
補
助
金 

 

就
農
研
修
資
金
償
還
金
助
成
事
業
費
補
助
金 

 

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
導
入
支
援
事
業
費
補
助
金 



 

園
芸
産
地
構
造
改
革
推
進
事
業
費
補
助
金 

 

米
需
給
調
整
対
策
事
業
費
補
助
金 

 
広
島
米
づ
く
り
推
進
対
策
事
業
費
補
助
金 

 
地
先
定
着
型
魚
種
資
源
増
大
対
策
事
業
費
補
助
金 

 

拠
点
漁
協
育
成
強
化
事
業
費
補
助
金 

 

漁
場
環
境
向
上
対
策
事
業
費
補
助
金 

 

漁
場
基
盤
改
良
事
業
費
補
助
金 

 

農
村
基
盤
整
備
推
進
事
業
費
補
助
金 

 

企
業
参
入
農
地
再
生
事
業
費
補
助
金 

 

 

農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策
事
業
費
補
助
金 

 

農
業
振
興
資
金
利
子
補
給
補
助
事
業
（
同
和
対
策
農
林
漁
業
振
興
資
金
（
漁
業
近
代
化
資
金
に

限
る
。
）
、
大
家
畜
経
営
活
性
化
資
金
及
び
大
家
畜
経
営
改
善
支
援
資
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
に
係
る
補
助
金 

 

漁
業
振
興
資
金
利
子
補
給
補
助
事
業
に
係
る
補
助
金 

 

小
規
模
・
高
齢
化
集
落
支
援
モ
デ
ル
事
業
費
補
助
金 

 

農
業
振
興
対
策
事
業
費
補
助
金
等
交
付
要
綱
に
よ
る
補
助
金
等
（
経
営
構
造
対
策
事
業
及
び
新

山
村
振
興
等
農
林
漁
業
特
別
対
策
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

広
島
県
農
林
漁
業
災
害
資
金
補
助
金
等
交
付
要
綱
に
よ
る
補
助
金
等
（
漁
業
者
及
び
林
業
者
に

対
す
る
貸
付
け
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

食
品
流
通
対
策
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
に
よ
る
補
助
金
（
卸
売
市
場
整
備
事
業
に
係
る
も
の
に

限
る
。
） 

 

広
島
県
農
業
生
産
総
合
対
策
等
補
助
金
交
付
要
綱
に
よ
る
補
助
金
等 

 

広
島
県
畜
産
振
興
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
に
よ
る
補
助
金 

 

広
島
県
漁
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
要
綱
に
よ
る
補
助
金
等 

 

広
島
県
水
産
振
興
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
に
よ
る
補
助
金
等
（
漁
港
施
設
の
整
備
に
係
る
も
の

を
除
く
。
） 

 

下
水
道
事
業
債
等
償
還
基
金
交
付
金
交
付
要
綱
に
よ
る
交
付
金
（
漁
業
集
落
排
水
施
設
の
整
備

に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

広
島
県
農
村
整
備
関
係
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
対
象
事
業
に
係
る
補
助
金 

第
七
条
第
三
項
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二
十
か
ら
二
十
二
ま
で 

削
除 

第
七
条
第
三
項
第
三
十
四
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

三
十
四
か
ら
四
十
一
ま
で 

削
除 

第
七
条
第
三
項
第
五
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

五
十
五 

削
除 

第
七
条
第
三
項
第
百
十
七
号

中

を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を




と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
条
第
四
項

中
「
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長
を
」
及
び
「
、

第
七
十
四
号

」
を
削
り
、
「
広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
長
に
限
り
」
を

「
広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
長
に
」
に
、
「
及
び
第
七
十
四
号

に
掲
げ

る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事

務
所
長
を
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長
（
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所

建
設
局
廿
日
市
支
局
の
担
当
区
域
を
除
く
。
）
に
」
に
、
「
第
七
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広

島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長
を
」
を
「
第
七
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ

い
て
は
広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長
（
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建

設
局
竹
原
支
局
の
担
当
区
域
に
限
る
。
）
に
、
第
七
十
四
号

に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島

地
域
事
務
所
長
（
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
建
設
局
廿
日
市
支
局
の
担
当
区
域
を
除
く
。
）
及
び
広
島
県

福
山
地
域
事
務
所
長
に
限
り
」
に
改
め
、
「
、
第
百
三
号
か
ら
第
百
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て

は
広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長
、
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
を
」
を

削
り
、
同
項
第
二
十
一
号
中
㈤
を
㈦
と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

 

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
水
防
管
理
者
等
へ
の
通
知
及
び
一
般
へ
の
周
知 

 

 

第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
水
防
管
理
者
等
へ
の
通
知 

第
七
条
第
四
項
第
六
十
一
号
及
び
第
六
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

六
十
一
及
び
六
十
二 

削
除 

第
七
条
第
四
項
第
九
十
二
号
の
三
中
㈤
を
㈦
と
し
、
㈣
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

㈤ 

第
七
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
期
報
告
の
受
付 

 

㈥ 

第
七
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告 

第
七
条
第
四
項
第
百
三
号
か
ら
第
百
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

百
三
か
ら
百
五
ま
で 

削
除 

第
七
条
第
四
項
第
百
十
六
号
中
「
、
第
百
三
号

及
び

」
を
削
り
、
同
項
第
百
十
七
号
中
「
、
第
六

十
一
号
（
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
限

る
。
）
」
を
削
る
。 

第
九
条
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

た
だ
し
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
、
第
三
十
号
か
ら
第
四
十
一
号
の
二
ま
で
及
び
第
五
十

二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
呉
地
域
保
健
所
長
、
広
島
県
東
広
島
地
域
保
健
所
長
及
び
広
島

県
尾
三
地
域
保
健
所
長
を
除
き
、
第
五
十
一
号

、
第
八
十
一
号

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
並

び
に
第
八
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域
保
健
所
長
、
広
島
県
芸
北
地
域
保
健
所

長
及
び
広
島
県
福
山
地
域
保
健
所
長
に
、
第
六
十
六
号

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島

県
広
島
地
域
保
健
所
長
に
、
第
七
十
一
号

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
広
島
地
域

保
健
所
長
及
び
広
島
県
芸
北
地
域
保
健
所
長
に
限
り
、
第
八
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県



呉
地
域
保
健
所
長
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
保
健
所
長
を
除
く
。 

第
九
条
第
二
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。 

 

 

第
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
診
療
所
の
病
床
設
置
の
届
出
の
受
付 

第
九
条
第
三
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

三
十 

興
行
場
法
施
行
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
広
島
県
条
例
第
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

の
適
用
の
緩
和
等 

第
九
条
第
七
十
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

第
五
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
官
公
署
に
対
す
る
書
類
の
閲
覧
又
は
資
料
の
提
供
の
要
求
（

第
五
十
条
第
五
号
に
掲
げ
る
費
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

第
十
二
条
第
一
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、
同
号

中
「
第
五
十
六
条
第
九
項
」
を
「
第
五
十
六
条
第
八
項
」
に
改
め
、
「
要
求
」
の
下
に

「
（
第
五
十
条
第
七
号
及
び
第
七
号
の
二
に
掲
げ
る
費
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号

を

同
号

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
当
該
こ

ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
所
長
が
行
う
処
分
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
項
並
び
に

第
七
項
の
措
置
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
在
所
期
間
の
延
長
及
び
児
童
の
指
定
医

療
機
関
へ
の
委
託
の
継
続
並
び
に
措
置
の
変
更 

 

第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
援
助
及
び
委
託
の
継
続 

 

第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
及
び
一
時
保
護
の
委
託 

第
十
二
条
第
一
号
の
三
中

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
措
置
の
実
施 

 

第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
施
設
入
所
等
の
措
置
の
報
告
の
受
付 

第
十
二
条
第
一
号
の
三
中

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
付 

第
十
二
条
第
一
号
の
三
中

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
頭
要
求
、
調
査
及
び
質
問 

 

第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
安
全
の
確
認
、
臨
検
及
び
捜
索 

 

第
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
及
び
質
問 

 

第
九
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
状
の
請
求 

第
十
二
条
第
一
号
の
三
中

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
頭
要
求
、
調
査
及
び
質
問 

 

第
八
条
の
二
第
二
項
（
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
出
頭
要
求
に
係
る
告
知 

 

第
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
調
査
、
質
問
等 

第
二
十
四
条
の
三
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 
一 

大
気
汚
染
防
止
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
常
時
監
視
に
係
る
測
定
施
設
の
管
理
に
関
す

る
こ
と
。 

第
二
十
四
条
の
三
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
同
条
第
二
号
と
す
る
。 

附 
則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
広
島
県
補
助
金
等
交
付
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
広
島
県
規
則
第
九
十
一
号

）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
の
決
定
を
行
っ
て
い
る
経
営
構
造
対
策
事
業
及
び
新
山
村
振
興
等
農
林

漁
業
特
別
対
策
事
業
に
係
る
平
成
十
九
年
度
の
補
助
金
等
の
事
務
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
後
の
第
七
条
第
三
項
第
十
三
号

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 


